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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアンテナを通じて専用のユーザ装置に送信される専用のリファレンス信号を提供
するリファレンス信号発生器と、
　前記専用のリファレンス信号にビーム形成重みが使用された後に前記専用のリファレン
ス信号に対して使用される、前記ユーザ装置に固有の専用のブーストレベルを選択するブ
ースト選択器と、
　専用のブーストレベルによりブーストされた前記専用のリファレンス信号とデータ信号
とにビーム形成重みが使用された後に、ブーストされた前記専用のリファレンス信号およ
び前記データ信号を前記ユーザ装置に送信する送信機と
　を備える、基地局。
【請求項２】
　前記ブースト選択器は、送信される信号が前記専用のユーザ装置により復調されるとき
に所定の復調ペナルティを生成するために、前記専用のブーストレベルを設定するブース
トレベル設定器を備える、請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
　前記ブーストレベル設定器は、前記専用のブーストレベルを設定して、チャンネル推定
処理利得ならびに前記専用のブーストレベルの関数としての所定の復調ペナルティを生成
する請求項２に記載の基地局。
【請求項４】
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　前記ブースト選択器は、１組のブーストレベルを予め定義し、適切な専用のブーストレ
ベルを選択する、ブーストレベル設定器を備える、請求項１から３の何れか１項に記載の
基地局。
【請求項５】
　前記ブースト選択器は、１組の、復調および符号化方式値と関連するブーストレベルを
予め定義し、現在選択された復調および符号化方式に基づいて前記専用のブーストレベル
を選択する、ブーストレベル設定器を備える、請求項１から４の何れか１項に記載の基地
局。
【請求項６】
　前記ブースト選択器は、前記専用のブーストレベルとしてダウンブーストレベルを選択
する、請求項１から５の何れか１項に記載の基地局。
【請求項７】
　前記ブースト選択器は、前記専用のブーストレベルにより、送信される前記データ信号
に対する前記専用のリファレンス信号の出力レベルを変化させる、請求項１から６の何れ
か１項に記載の基地局。
【請求項８】
　基地局により送信される専用のリファレンス信号であって、前記専用のリファレンス信
号にビーム形成重みが使用された後、ユーザ装置において、前記ユーザ装置に固有の専用
のブーストレベルによりブーストされた専用のリファレンス信号を受信するステップと、
　前記専用のリファレンス信号に使用される前記専用のブーストレベルによるブーストが
なされないデータ信号を受信するステップと、
　前記リファレンス信号からチャンネル推定を推定するステップと、
　前記チャンネル推定ならびに前記専用のブーストレベルにより生成される利得の関数で
ある、予め定義された復調ペナルティから、前記専用のブーストレベルを推測することに
よって、前記専用のブーストレベルを決定するステップと、
　前記専用のブーストレベルおよび前記チャンネル推定を用いて、前記基地局からのデー
タ信号を復調するステップと
　を含む、方法。
【請求項９】
　復調および符号化方式値を受信するステップと、前記専用のブーストレベルを、前記受
信した復調および符号化方式値と関連するブースト値に設定するステップと、を更に含む
、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記決定するステップは、
　前記専用のブーストレベルを、受信されるデータ信号とリファレンス信号との間で計測
される出力比の関数として推定するステップと、
　前記専用のブーストレベルを、１組の予め定義されたブーストレベルの中から、ブース
トレベルの値が、前記計測される出力比の強度に最も近いブーストレベルを選択するステ
ップと、
を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記決定するステップは、
　１組の予め定義されたブーストレベルをデータ復調器に提供するステップと、
　前記データ復調器の復調エラーを最小にする一つの前記予め定められたブーストレベル
を選択するステップと
を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記専用のブーストレベルは、ダウンブーストレベルを含む、請求項８から１１の何れ
か１項に記載の方法。
【請求項１３】
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　基地局により送信される専用のリファレンス信号であって、ビーム形成重みが前記専用
のリファレンス信号に対して使用された後、ユーザ装置に固有の専用のブーストレベルに
よりブーストされた前記専用のリファレンス信号を受信する受信器と、
　前記専用のリファレンス信号に使用される前記専用のブーストレベルによるブーストが
なされないデータ信号を受信する受信器と、
　前記リファレンス信号からチャンネル推定を推定するチャンネル推定器と、
　前記チャンネル推定ならびに前記専用のブーストレベルにより生成される利得の関数で
ある、予め定義された復調ペナルティから、前記専用のブーストレベルを推測することに
よって、前記ブーストレベルを決定するブースト決定器と、
　前記ブーストレベルおよび前記チャンネル推定を用いて、前記基地局から送信されるデ
ータ信号を復調するデータ復調器と
　を含む、ユーザ装置。
【請求項１４】
　前記ブースト決定器は、復調および符号化方式値を受信する受信器と、前記専用のブー
ストレベルを、前記受信した復調および符号化方式値と関連するブーストレベルに設定す
るブーストレベル設定器と、を含む、請求項１３に記載のユーザ装置。
【請求項１５】
　前記ブースト決定器は、
　受信するデータ信号とリファレンス信号との間で計測される出力比の関数として、前記
専用のブーストレベルを推定する推定器と、
　前記専用のブーストレベルを、１組の予め定義されたブーストレベルの中から、ブース
トレベルの値が、前記計測される出力比の強度に最も近いブーストレベルを選択するブー
スト選択器と、
を含む、請求項１３に記載のユーザ装置。
【請求項１６】
　前記ブースト決定器は、
　１組の予め定義されたブーストレベルを前記データ復調器に提供するユニットと、
　前記データ復調器の復調エラーを最小にする一つの前記予め定義されたブーストレベル
を選択する選択器と、
を含む、請求項１３に記載のユーザ装置。
【請求項１７】
　前記ブースト決定器は、前記専用のブーストレベルとしてダウンブーストレベルを選択
する、請求項１３から１６の何れか１項に記載のユーザ装置。
【請求項１８】
　前記ブースト決定器は、前記専用のブーストレベルにより、送信される前記データ信号
に対する前記専用のリファレンス信号の出力レベルを変化させる、請求項１３から１７の
何れか１項に記載のユーザ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２００９年３月２５日に出願された米国実用特許出願第１２／４１０，９３１
号および２００８年３月２８日に出願された米国仮特許出願第６１／０４０，４８６に基
づく優先権を主張するものであり、米国実用特許出願第１２／４１０，９３１号および米
国仮特許出願第６１／０４０，４８６の全体は参照することにより本明細書に援用される
。
【０００２】
　本発明は、全般的にはワイヤレス通信に関し、さらに詳細には、セルラ通信ネットワー
クにおけるチャンネル推定に関する。
【背景技術】



(4) JP 5282321 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

【０００３】
　セルラ通信システムにおいて、複数の基地局は、地理的エリア全域に分布してもよい。
各基地局は、例えばセルラ電話等のユーザ機器（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）
装置と通信する。このユーザ機器装置は、地理的エリア全域を移動してよい。
【０００４】
　ＵＥが現在通信中の基地局から受信する信号のコヒーレントな復調を行うためには、Ｕ
Ｅはチャンネル推定を行う必要がある。ＵＥ側におけるチャンネル推定を容易にするため
に、基地局は、既知の時間でおよび／または既知の周波数で、「パイロット」信号を周期
的に送信してもよい。なお、このパイロット信号はＵＥにとって既知であり、このパイロ
ット信号を用いて必要なチャンネル情報を取得してもよい。パイロット信号は「リファレ
ンス信号」（ＲＳ：ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）とも呼ばれ、以下の開示全体に
おいてこれらの用語が交換可能に使用される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の１つの実施形態によれば、セルラ通信システムの一部をなす基地局が提供され
る。当該基地局は、リファレンス信号発生器と、ブースト選択器と、送信機とを備える。
リファレンス信号発生器は、複数のアンテナを通じてセルラ受信エリア内の専用のユーザ
装置に送信される専用のリファレンス信号を提供する。ブースト選択器は、専用のリファ
レンス信号に固有の専用のブーストレベルを選択し、送信機は専用のブーストレベルによ
りブーストされた専用のリファレンス信号をユーザ装置に送信する。本開示の１つの実施
形態によれば、第１の専用のユーザに送信される第１の専用のリファレンス信号に使用さ
れる第１の専用のブーストレベルは、第２の専用のユーザに送信される第２の専用のリフ
ァレンス信号に使用される第２の専用のブーストレベルと異なってもよい。
【０００６】
　さらに、１つの実施形態によると、ブースト選択器は、送信される信号が専用のユーザ
装置により復調されるときに所定の復調ペナルティを生成するために、ブーストレベルを
設定するブーストレベル設定器を備える。
【０００７】
　さらに、１つの実施形態によると、復調ペナルティは、チャンネル推定処理利得ならび
にブーストレベルの関数である。
【０００８】
　さらにあるいは、１つの実施形態によると、ブースト選択器は、１組の、復調および符
号化方式値に関連するブーストレベルを予め定義し、現在選択された復調および符号化方
式に基づいて、１つのブーストレベルを選択する、ブーストレベル設定器を備える。
【０００９】
　さらにあるいは、１つの実施形態によると、ブースト選択器は、１組のブーストレベル
を予め定義し、１つの適切なブーストレベルを選択する、ブーストレベル設定器を備える
。
【００１０】
　さらに、１つの実施形態によると、ブーストレベルはダウンブーストレベルである。
【００１１】
　加えて、１つの実施形態によると、セルラ通信システムは、ロング・ターム・エボリュ
ーション（ＬＴＥ：ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）通信システムである。ブ
ーストレベルは、送信されるデータ信号に対して専用のリファレンス信号の出力レベルを
変化させる。
【００１２】
　本開示の１つの実施形態によると、基地局のための方法が提供される。その方法は、複
数のアンテナを通じてセルラ受信エリア内の専用のユーザ装置に送信される専用のリファ
レンス信号を提供するステップと、専用のリファレンス信号に固有の専用のブーストレベ
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ルを選択するステップと、専用のブーストレベルでブーストされた専用のリファレンス信
号をユーザ装置に送信するステップとを含む。
【００１３】
　また、本開示の１つの実施形態によると、セルラ通信システムのユーザ機器装置のため
の方法も提供される。その方法は、基地局により送信される専用のリファレンス信号であ
って、ユーザ装置に固有の専用のブーストレベルでブーストされた専用のリファレンス信
号を受信するステップと、専用のブーストレベルを決定するステップと、専用のブースト
レベルおよびチャンネル推定値を用いて、基地局から送信されるデータ信号を復調するス
テップとを含む。
【００１４】
　さらに、１つの実施形態によると、当該決定するステップは、リファレンス信号からチ
ャンネル推定を推定するステップと、チャンネル推定により生成される利得ならびにブー
ストレベルの関数である、予め定義された復調ペナルティからブーストレベルを推測する
ステップとを含む。
【００１５】
　あるいは、１つの実施形態によると、当該決定するステップは、復調および符号化方式
値を受信するステップと、受信した復調および符号化方式値と関連するブーストレベルに
、ブーストレベルを設定するステップとを含む。
【００１６】
　さらにあるいは、１つの実施形態によると、当該決定するステップは、受信するデータ
信号とリファレンス信号との間で計測される出力比の関数としてブーストレベルを推定す
るステップと、１組の予め定義されたブーストレベルの中から、その値が、計測される出
力比の強度に最も近いブーストレベルとして、ブーストレベルを選択するステップとを含
む。
【００１７】
　またさらに、１つの実施形態によると、当該決定するステップは、１組の予め定義され
たブーストレベルの中の各ブーストレベルをデータ復調器に提供するステップと、データ
復調器の復調エラーを最小にするブーストレベルを選択するステップとを含む。
【００１８】
　また本開示の１つの実施形態によると、セルラ通信システムの一部をなすユーザ機器装
置も提供される。ユーザ機器装置は、受信器と、ブースト決定器と、データ復調器とを備
える。受信器は、基地局により送信される専用のリファレンス信号であって、ユーザ装置
に固有の専用のブーストレベルによりブーストされた専用のリファレンス信号を受信する
。ブースト決定器は専用のブーストレベルを決定し、データ復調器は、専用のブーストレ
ベルおよびチャンネル推定値を用いて、基地局から送信されるデータ信号を復調する。
【００１９】
　さらに、１つの実施形態によると、決定器は、リファレンス信号からチャンネル推定を
推定する推定器と、チャンネル推定により生成される利得ならびにブーストレベルの関数
である、所定の復調ペナルティからブーストレベルを推測する分析器とを備える。
【００２０】
　さらに、１つの実施形態によると、決定器は、復調および符号化方式値を受信する受信
器と、受信した復調および符号化方式値に関連するブーストレベルに、ブーストレベルを
設定するブーストレベル設定器とを備える。
【００２１】
　あるいは、１つの実施形態によると、決定器は、受信するデータ信号とリファレンス信
号との間で計測される出力比の関数としてブーストレベルを推定する推定器と、１組の予
め定義されたブーストレベルの中から、その値が、計測される出力比の強度に最も近いブ
ーストレベルとして、ブーストレベルを選択するブースト選択器とを備える。
【００２２】
　さらに、あるいは、１つの実施形態によると、決定器は、１組の予め定義されたブース
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トレベルの中の各ブーストレベルをデータ復調器に提供するユニットと、データ復調器の
復調エラーを最小にするブーストレベルを選択する選択器とを備える。
【００２３】
　またさらに、１つの実施形態によると、ブーストレベルはダウンブーストレベルである
。
【００２４】
　最後に、１つの実施形態によると、セルラ通信システムはＬＴＥ通信システムであり、
ブーストレベルは、送信されるデータ信号に対して専用のリファレンス信号の出力レベル
を変化させる。
【００２５】
　本発明としてみなされる主題は、本明細書の結論部分において特に指摘され、明確に請
求される。様々な実施形態の主題は、以下に示す図面を参照すると最もよく理解すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】送信されるビームをＵＥに方向付けるように構成された基地局の概略図である。
【図２】本発明の１つの実施形態による、データ記号およびリファレンス記号を含む送信
されるビームを異なったユーザに方向付けるように構成された基地局の概略図である。
【図３】図２に示す基地局から送信される信号を復調するための、１つの好適な実施形態
により製造されおよび作動する、ユーザ機器装置の構成要素の概略図である。
【００２７】
　なお、図の簡略さおよび明確さのために、図面に示される構成要素は必ずしも正しいス
ケールで描かれてはいない。例えば、いくつかの構成要素の寸法が、他の構成要素に対し
て、誇張されていることもある。さらに、適切と思われるところでは、図面の中で反復さ
れる同様の参照番号は、対応するまたは類似の構成要素を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　現在、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ：３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉ
ｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）は、新興・次世代のＬＴＥ　Ａｄｖａ
ｎｃｅｄのセルラ通信規格用の様々な通信プロトコルを規定しつつあり、この規格におい
ては、以前は進化型ユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ：
Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）と称さ
れたエアインターフェースが用いられる。
【００２９】
　図１を参照すると、図１は、ユーザチャンネル１２に沿ってユーザ機器装置（ＵＥ）１
４に信号を送信する基地局１０の概略図である。新興のＬＴＥ規格によると、基地局１０
は、目的とするＵＥ（１４）が最良の状態で受信しうるよう、送信される信号をユーザチ
ャンネル１２に沿って方向付けるために、「ビーム形成」技術を用いてよい。ビーム形成
を使用することにより、ユーザ信号Ｓuserは、複数のアンテナ１６（３つ以外のアンテナ
が用いられてもよいが、この例では３つのアンテナが示される）を通して送信される。こ
こで、信号の各コピーには、各アンテナに対する異なった複素数重みＷｉ（すなわち、利
得ファクタおよび位相オフセット）が掛けられる。重みの組合せにより、最良の状態で受
信されるビームおよび／または領域への方向が定められる。
【００３０】
　ＬＴＥの共通リファレンス信号は、１つの基地局によりサービスが提供されるすべての
ＵＥに対して共通である。ＵＥのデータ信号がビーム形成重みを経て送信されるのに対し
、共通リファレンス信号はビーム形成重みを経ずに送信されるため、共通リファレンス信
号は一般に、ビーム形成によりデータ信号を受信するＵＥ１４によるチャンネル推定には
適さない。したがって、ビーム形成モードにおけるＵＥのためのコヒーレントなデータ復
調のために、これらのＵＥは専用のリファレンス信号を有する。各ＵＥのための専用のリ



(7) JP 5282321 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

ファレンス信号は、ＵＥのデータ信号とまさに同一のビーム形成重みを受け（それゆえ、
同一のチャンネル状況にあり）、したがって、ビーム形成モードのためのチャンネル推定
器を形成するために用いられる。
【００３１】
　新興のＬＴＥ－Ａ規格によると、例えばＵＥ１４等の、ビーム形成モードで動作するＵ
Ｅも、専用のリファレンス信号を受信してよい。図２を参照すると、図２は、２人の例示
的なユーザｕｓｅｒ１およびｕｓｅｒ２に対して複数のアンテナ１６を通して送信される
複数のリファレンス信号ＲＳを示す。異なったＵＥに対して異なった重みが用いられても
よい。したがって図２では、ｕｓｅｒ１に対して最適化された１組の重みを受ける、リフ
ァレンス信号ＲＳｕｓｅｒ１およびデータ信号Ｓｕｓｅｒ１と、ｕｓｅｒ２に対して最適
化された別の１組の重みを受ける、リファレンス信号ＲＳｕｓｅｒ２およびデータ信号Ｓ

ｕｓｅｒ２とが示される。データ信号Ｓおよびリファレンス信号ＲＳの両方が同一のビー
ム形成アンテナ１６を通して送信される。しかしｕｓｅｒ１およびｕｓｅｒ２は異なった
場所にいるため、入力信号（データ信号Ｓまたはリファレンス信号ＲＳのどちらか一方）
に掛けられる重みも異なってよい。したがって、図２では２つが別々に示される。いくつ
かの場合では、ｕｓｅｒ１およびｕｓｅｒ２は時間・周波数領域の異なった部分によりサ
ービスが提供されてもよい。別の場合（しばしばマルチユーザＭＩＭＯとして知られる）
では、ｕｓｅｒ１およびｕｓｅｒ２は時間・周波数リソースを共有または部分的に共有し
てもよい。
【００３２】
　ユーザ装置ＵＥ１４が特にノイズが大きい場所にあって図１に示すチャンネル１２が高
レベルのノイズを有する場合、ＵＥ１４は、その専用のリファレンス信号から低品質のチ
ャンネル推定しか生成することができない。これにより、データ復調の品質が劣化してし
まう。そのような場合には、リファレンス信号の出力を「ブースト」（すなわち、増強）
することが望ましいこともある。ブーストにより、リファレンス信号の信号対ノイズ比が
増し、それによりＵＥ１４はより正確なチャンネル推定を計算することが可能となり、最
終的にはデータ復調が改善されることとなる。別の実施形態では、例えばセルラ通信ネッ
トワークにおける他のＵＥへの干渉を低減するために、専用のリファレンス信号への出力
を低減（すなわち「ダウンブースト」）することが意味をなす可能性がある。なお、ＬＴ
Ｅの暫定仕様書Ｒ１－０８１１９８の「Ｗａｙ　Ｆｏｒｗａｒｄ　ｏｎ　Ｄｅｄｉｃａｔ
ｅｄ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｆｏｒ　ＬＴＥ　ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　ｗｉｔｈ　Ｎｏｒｍａｌ　ＣＰ」、ソレント、２００８年２月では、リファレン
ス信号のブーストもダウンブーストも、検討されていない。
【００３３】
　一般にブースト／ダウンブーストは、送信される信号の出力レベルを変化させる場合が
ある。通常、ブーストは、変調されるデータ信号における出力レベルに対してなされても
よい。あるいは、ブースト／ダウンブーストは、何らかの他の好適な所定の出力レベルに
対してなされてもよい。この出力レベルは、当該システムにより固定された、一定の出力
レベルであってもよく、専用のユーザ装置に対して変動する、可変の出力レベルであって
もよい。その場合、ブーストレベルは、変化する出力レベルより以上の余分な出力であっ
てもよい。
【００３４】
　１つの実施形態によると、基地局１０は、各ユーザに対するブースト／ダウンブースト
値Ｇを選択するブースト選択器２０を備えてもよい。基地局１０は、関連するリファレン
ス信号ＲＳに、関連するブースト値Ｇを掛け（ＲＳｕｓｅｒ１に対してＧｕｓｅｒ１また
はＲＳｕｓｅｒ２に対してＧｕｓｅｒ２）、その結果得られる信号を、適切なビーム形成
重みｗを掛けた後、アンテナ１６を通して送信してもよい。
【００３５】
　チャンネル推定器を正確に倍率変更してデータ信号に適合させるためには（ＲＳのブー
ストは推定器の出力に倍率を加えることもあるため）、ＵＥは通常、ＲＳブーストの強さ
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を知る必要がある。本開示の１つの実施形態では、基地局１０は、データに対する専用の
ＲＳブーストの強度をＵＥに信号で伝えてもよい。別の実施形態では、ＵＥは、該データ
に対するＲＳのブーストを盲目的に検出できる。
【００３６】
　図３を参照すると、図３は、ブーストされたリファレンス信号を用いてビーム形成モー
ドにおけるデータを復調する、本開示の１つの実施形態にしたがって製造されおよび作動
するユーザ機器装置１４の概略図である。
【００３７】
　ユーザ機器装置１４は、受信器２８と、専用のチャンネル推定器３０と、ブースト決定
器３２と、データ復調器３４とを備えてもよい。受信器２８は、アンテナ、またはリファ
レンス信号ＲＳｕｓｅｒおよびデータ信号Ｓｕｓｅｒを受信可能な他の任意の装置でもよ
い。専用のチャンネル推定器３０は、Ｌ．Ｈａｎｚｏらによる、Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　
＆　Ｓｏｎｓ社、２００３年の書籍「ＯＦＤＭ　ａｎｄ　ＭＣ－ＣＤＭＡ　ｆｏｒ　Ｂｒ
ｏａｄｂａｎｄ　Ｍｕｌｔｉ－Ｕｓｅｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，　ＷＬＡＮｓ
　ａｎｄ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ」の第１４章に記載のウイナー推定器（Ｗｅｉｎｅ
ｒ　ｅｓｔｉｍａｔｏｒ）等の任意の好適なチャンネル推定器でもよい。専用のチャンネ
ル推定器３０は、専用のリファレンス信号ＲＳｕｓｅｒを受信し、リファレンス信号ＲＳ

ｕｓｅｒから初期チャンネル推定ｈを生成してもよい。
【００３８】
　ブースト決定器３２はブースト値を決定できる。下記に説明するように、基地局１０は
ブースト値をＵＥに信号で伝えてもよい。その場合、ＵＥ１４のブースト決定器３２はブ
ースト値を決定するために、信号を処理してもよい。下記に説明する別の実施形態では、
ブースト決定器３２は、パイロット出力のデータ出力に対する比率を盲目的に推定し、そ
の推定からブーストを決定してもよい。最終的に、データ復調器３４はチャンネル推定ｈ
（チャンネル推定器３０により生成）およびブーストレベルＧ（ブースト決定器３２から
）を利用して、受信する任意のデータ信号Ｓｕｓｅｒを復調してもよい。
【００３９】
　基地局１０において、ブースト選択器２０（図２）は、全般的なネットワーク性能を最
適化するために、専用のブースト値Ｇｕｓｅｒを任意の好適な方法で選択してよい。
【００４０】
　１つの実施形態において、ブースト選択器２０は、推定器３０等の合意したチャンネル
推定器を想定して、いくつかの合意した一定の先験的なデータ復調ペナルティが発生する
よう、専用のリファレンス信号（ＬＴＥ規格において「ＤＰＩＣＨ」として知られる）の
出力を設定してもよい。例えば、データ復調器３４の出力におけるノイズと干渉との組合
せよりも処理後チャンネル推定エラーが１０ｄＢ低くなるようリファレンスブーストレベ
ルが設定された場合、約０．５ｄＢの全般的な復調ペナルティが観測されるであろう。一
般に、本実施形態では、ブースト選択器２０は、チャンネル推定処理利得および出力ブー
ストの合計が望ましい先験的な既知の復調ペナルティを生じるよう、ブーストレベルを設
定してよい。（ＵＥ１４における）ブースト決定器３２は、既知のペナルティからブース
トレベルを推測してもよい。例えば、専用のチャンネル推定器３０は通常、複数のリファ
レンスパイロット全部の平均からのノイズサンプルに起因する処理後チャンネル推定エラ
ーを決定してもよい。これらのエラーが、データ復調器３４の出力におけるノイズと干渉
との組合せよりも１０ｄＢ低い期待されるエラーレベルと異なる場合、ブーストレベルが
その原因である。例えば、処理後エラーが３ｄＢだけ低く、期待される処理後エラーが、
干渉レベルを加味した全ノイズよりも１０ｄＢ下を目指す場合、リファレンス信号のブー
ストは７ｄＢとなる。または、処理後エラーが１３ｄＢ低い場合、ダウンブーストは－３
ｄＢである。
【００４１】
　別の実施形態では、ＬＴＥ規格において復調および符号化方式（ＭＣＳ：ｍｏｄｕｌａ
ｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）は信号対ノイズ比（ＳＮＲ：ｓｉｇｎ
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ａｌ　ｔｏ　ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ）レポート（ＣＱＩと呼ばれる）に基づいて決定さ
れるという事実を利用する。ブーストの程度はＳＮＲレベルおよび／またはＭＳＣにも依
存しうるので、本実施形態では、ブースト選択器２０は、各ＭＣＳに対して１つずつ、１
組の予め定義されたリファレンスブーストレベルを有し、現在選択されているＭＣＳに基
づいてブーストレベルを選択してもよい。ＭＣＳの関数としてのこれらのブーストレベル
は、ＤＰＩＣＨリファレンス信号を用いて、ダウンリンク性能シミュレーションから決定
されてもよい。
【００４２】
　ＭＣＳはＵＥ１４に信号で伝えられるため、ブースト決定器３２は、現在のＭＣＳ値と
関連するブーストレベルとして、ブーストレベルを決定してもよい。
【００４３】
　別の実施形態では、ブースト選択器２０は、例えば０ｄＢ、３ｄＢ、６ｄＢの、その中
から選択される予め定義された１組のブースト値を有する。ブースト決定器３２は次に、
受信するデータ信号とリファレンス信号との間で計測される出力比から、ブーストレベル
を、その値が、計測される出力比に最も近い予め定義されたブーストレベルとして選択す
ることにより、推定してもよい。
【００４４】
　あるいはブースト決定器３２は、そのブーストレベルの中の各ブーストレベルを交互に
データ復調器３４に提供し、復調エラーを最小にするブーストレベルを選択してもよい。
【００４５】
　特記ある場合を除き、本明細書の開示から明らかなように、「処理」、「演算」「計算
」、「決定」、または同様の処理は、専用の演算ハードウェアで、またはファームウェア
またはソフトウェアを使用する一般的なコンピュータ機器で、実行されうる操作を示す。
【００４６】
　本発明の実施形態の専用の特徴を、例として本明細書で図示および説明してきたが、多
数の変更例、代用例、変形例、変化例、組合せ、および均等物が、当業者には明白であり
得る。したがって本明細書に添付の請求項に具体化される本発明の範囲は、以上の記述に
基づいて当業者に想起され、且つ先行技術においては開示されない、すべてのそのような
変更例、代用例、変形例、変化例、組合せ、および均等物を含むことを意図するものであ
る。
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